
平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴う経過措置について	 

	 

	 	 平成２４年８月１０日に成立し、８月２２日に公布された『社会保障の安定財源の確保等を図	 

	 る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第	 

	 ６８号）』及び『社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法	 

	 及び地方交付税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６９号）』により、消費税率と	 

	 地方消費税率の引き上げの改正が行われました。（なお、以下においては「平成２４年改正消費	 

	 税法」とします）	 

	 	 『社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改	 

	 正する等の法律』の附則には「第１８条（消費税率の引き上げに当たっての措置）」があります	 

	 が、平成２６年４月１日からは８％、平成２７年１０月１日からは１０％と、２段階で税率引き	 

	 上げ（新税率への移行）に併せて経過措置が設けられています。	 

	 	 

	 Ⅰ	 消費税率の引き上げ時期と新税率	 

	 １．平成２６年４月１日以後に行われる課税資産の譲渡等：８％	 

	 ２．平成２７年１０月１日以後に行われる課税資産の譲渡等：１０％	 

	 	 	 上記の「平成２６年４月１日」と「平成２７年１０月１日」が、新税率への引き上げ日とな	 

	 	 り、それらの日を含む課税期間（事業年度）においては、旧税率と新税率の取引が混在するこ	 

	 	 ととなります。また、現金等を領収した日と課税資産の譲渡等の日が異なる場合には、それぞ	 

	 	 れの新税率への引き上げ時期ごとに経過措置の適用について注意が必要です。	 

	 	 

	 Ⅱ	 消費税率の引き上げと経過措置	 

	 	 	 平成２４年改正消費税法は、平成７年改正消費税法（平成９年４月１日に５％へ税率引き上	 

	 	 げ）と異なり、５％から８％への引き上げ後、１８ヶ月間という短い経過期間で、８％から	 

	 	 １０％へ引き上げられるため、それぞれの税率引き上げ時に経過措置の適用を受ける事例が生	 

	 	 じえます。このような２段階での消費税率の引き上げにより、一の課税期間内において、同種	 

	 	 の取引に対して異なる税率が適用される課税資産の譲渡等が生じ、実質的な複数税率となる可	 

	 	 能性があります。	 

	 	 	 そのため、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等及び工事の請負に係る資産の譲渡等について	 

	 	 の経過措置は、特に重要になります。それらを含め、平成２４年改正消費税法の経過措置は、	 

	 	 以下のとおりです。	 

	 	 	 なお、現時点においては、平成２４年改正消費税法に係る改正政省令が公布されておらず、	 

	 	 今回の経過措置の適用対象となる「課税資産の譲渡等」の詳細な範囲は明らかにされていませ	 

	 	 ん。そのため、平成７年９月２７日に公布された『消費税法施行令の一部を改正する政令（政	 

	 	 令第３４１号）』の関係条文の抜粋を（参考）として付記しています。	 

	 １．旅客運賃等の税率等に関する経過措置（平成２４年改正消費税法附則第５条）	 

	 （１）旅客運賃等の税率等に関する経過措置（同条第１項）	 

	 	 	 	 事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他不特定かつ多数の者に	 

	 	 	 対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収している場合には、	 

	 	 	 旧税率が適用されます。	 

	 	 	 	 この経過措置により、乗車券、入場券、鑑賞券などの前売り販売は、実際の課税資産の譲	 

	 	 	 渡等の日が「平成２６年４月１日以後」または「平成２７年１０月１日以後」となる場合で	 

	 	 	 あっても、金銭等を領収した日の税率（５％または８％）となります。	 



	 	 （参考）平成７年消費税法施行令の一部を改正する政令（第３４１号）附則	 

	 	 	 ○第４条第１項	 

	 	 	 	 	 課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。	 

	 	 	 	 １	 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃（料金を含む。）	 

	 	 	 	 ２	 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴	 

	 	 	 	 	 かせる場所への入場料金	 

	 	 	 	 ３	 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金	 

	 	 	 	 ４	 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又	 

	 	 	 	 	 は場所でこれらに類するものへの入場料金	 

	 

	 （２）電気、ガス、水道水及び電気通信役務に関する経過措置（同条第２項）	 

	 	 	 	 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道	 

	 	 	 水及び電気通信役務で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供	 

	 	 	 その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成２６年４月３０日までの間に料金	 

	 	 	 の支払いを受ける権利が確定するものは、旧税率が適用されます。	 

	 	 	 	 この経過措置により、平成２６年３月３１日以前に行われた最後の検針の次回の検針が平	 

	 	 	 成２６年５月１日以降の日となる場合は、平成２６年４月３０日までの分と平成２６年５月	 

	 	 	 １日から検針日までの分とでは、それぞれ適用される消費税率が異なることになります。	 

	 	 （参考）平成７年消費税法施行令の一部を改正する政令（第３４１号）附則	 

	 	 	 ○第４条第２項	 

	 	 	 	 	 課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に	 

	 	 	 	 基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。	 

	 	 	 	 １	 電気の供給	 

	 	 	 	 ２	 ガスの供給	 

	 	 	 	 ３	 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為	 

	 	 	 	 ４	 改正法附則第１０条第２項に規定する電気通信役務の提供	 

	 	 	 	 ５	 熱供給（熱供給事業法（昭和４７年法律第８８号）第２条第１項（定義）に規定する	 

	 	 	 	 	 熱供給をいう。）及び温泉の供給	 

	 	 	 ○第４条第３項	 

	 	 	 	 	 同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、適用日以後初めて支払	 

	 	 	 	 を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定し	 

	 	 	 	 た日をいう。以下この項において同じ。）から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利	 

	 	 	 	 が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成９年４月３０日までの	 

	 	 	 	 期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。	 

	 	 	 ○第４条第４項	 

	 	 	 	 	 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月と	 

	 	 	 	 する。	 

	 

	 （３）工事の請負に係る契約に関する経過措置（同条第３項）	 

	 	 	 	 事業者が、平成８年１０月１日から平成２５年１０月１日（指定日）の前日までの間に締	 

	 	 	 結した工事（製造を含む。）の請負に係る契約（これに類する政令で定める契約を含む。）	 

	 	 	 に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の	 

	 	 	 譲渡等に係る消費税については、旧税率が適用されます。	 

	 	 	 	 この経過措置により、指定日の前日までに契約締結した工事は、完成引き渡しの日が平成	 



	 	 	 ２６年４月１日以後の場合でも、改正前の税率（５％）となります。	 

	 	 	 ※「指定日」	 

	 	 	 	 	 平成２４年改正消費税法では、２段階での消費税率引き上げとなっていますので、新税	 

	 	 	 	 率適用開始日ごとの「指定日」は、以下のとおりです。	 

	 	 	 	 ①８％への税率引き上げ(平成２６年４月１日)時の指定日：平成２５年１０月１日	 

	 	 	 	 ②１０％への税率引き上げ(平成２７年１０月１日)時の指定日：平成２７年４月１日	 

	 	 （参考）平成７年消費税法施行令の一部を改正する政令（第３４１号）附則	 

	 	 	 ○第４条第５項	 

	 	 	 	 	 政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理	 

	 	 	 	 並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約（委任その他の請	 

	 	 	 	 負に類する契約を含む。）で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引	 

	 	 	 	 渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相	 

	 	 	 	 手方の注文が付されているもの（建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装	 

	 	 	 	 又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築さ	 

	 	 	 	 れる建物に係るものを含む。）とする。	 

	 

	 （４）資産の貸付けに関する経過措置（同条第４項）	 

	 	 	 	 事業者が、平成８年１０月１日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る	 

	 	 	 契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている	 

	 	 	 場合において、当該契約の内容が、次の①及び②又は①及び③に掲げる要件に該当するとき	 

	 	 	 は、施行日以後に行うその資産の貸付けに係る消費税については、旧税率が適用されます。	 

	 	 	 ①	 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。	 

	 	 	 ②	 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の	 

	 	 	 	 定めがないこと。	 

	 	 	 ③	 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の	 

	 	 	 	 定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。	 

	 	 （参考）平成７年消費税法施行令の一部を改正する政令（第３４１号）附則	 

	 	 	 ○第４条第６項	 

	 	 	 	 	 政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額	 

	 	 	 	 （利子又は保険料の額を含む。）の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産	 

	 	 	 	 の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が１００分の９０以上であるように当該契約に	 

	 	 	 	 おいて定められていることとする。	 

	 

	 （５）役務の提供に関する経過措置（同条第５項）	 

	 	 	 	 事業者が、平成８年１０月１日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に関する	 

	 	 	 契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであ	 

	 	 	 って、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令	 

	 	 	 で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該	 

	 	 	 契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、	 

	 	 	 旧税率が適用されます。	 

	 	 	 ①	 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。	 

	 	 	 ②	 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求める旨の定めがないこ	 

	 	 	 	 と。	 

	 	 （参考）平成７年消費税法施行令の一部を改正する政令（第３４１号）附則	 



	 	 	 ○第４条第７項	 

	 	 	 	 	 分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法（昭和３６年法律第	 

	 	 	 	 １５９号）第２条第５項（定義）に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規	 

	 	 	 	 定する指定役務の提供に係るものとする。	 

	 	 （補足）現行の『割賦販売法』では、「前払式特定取引」について、第２条（定義）第６項で、	 

	 	 	 	 以下のように規定されています。	 

	 	 	 	 	 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定め	 

	 	 	 	 る者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務（以下この項、第３５条の３の６１、第	 

	 	 	 	 ３５五条の３の６２、第４１条及び第４１条の２において「指定役務」という。）の提供	 

	 	 	 	 に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を２月以上	 

	 	 	 	 の期間にわたり、かつ、３回以上に分割して受領するものをいう。	 

	 	 	 	 一	 商品の売買の取次ぎ	 購入者	 

	 	 	 	 二	 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けること	 

	 	 	 	 	 の取次ぎ当該指定役務の提供を受ける者	 	 

	 

	 （６）相手方への通知義務（同条８項）	 

	 	 	 	 事業者が、前記の「（３）工事の請負に係る契約に関する経過措置（同条第３項）」又は	 

	 	 	 「（４）資産の貸付けに関する経過措置（同条第４項）」の適用を受けた課税資産の譲渡等	 

	 	 	 を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこれらの経過措置の適用を	 

	 	 	 受けたものであることを書面にて通知するものとする。	 

	 	 （参考）和氣光税理士著「消費税引上げに伴う経過措置について(下）」（出典：平成２５年	 

	 	 	 	 	 ２月４日付けの『国税速報』第６２５０号９頁）	 

	 	 	 	 相手方への通知義務について、「これは、経過措置の適用により旧税率の適用対象となっ	 

	 	 	 たものについては、その経過措置対象取引に係る課税仕入れを行った者についても旧税率に	 

	 	 	 より控除税額の計算をすることから、当事者間において書面により明らかにして間違いのな	 

	 	 	 いようにするためと考えられます。したがって、通知の有無は経過措置の適用要件ではない	 

	 	 	 と考えられます。」と説明されています。	 

	 	 

	 ２．長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する	 

	 	 経過措置（平成２４年改正消費税法附則第６条）	 

	 	 	 事業者が、施行日前に行った消費税法第１６条第１項に規定する長期割賦販売等につき同項	 

	 	 の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にそ	 

	 	 の支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分に係る消費税については、	 

	 	 旧税率が適用されます。	 

	 	 （参考）「長期割賦販売等」とは	 

	 	 	 ①消費税法基本通達９－３－１（長期割賦販売等に係る特例の適用関係）	 

	 	 	 ②消費税法基本通達９－３－２（法人が行う長期割賦販売等の範囲）	 

	 	 	 ③消費税法基本通達９－３－３（長期割賦販売等の要件）	 

	 	 

	 ３．工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過	 

	 	 措置（平成２４年改正消費税法附則第７条）	 

	 	 	 事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第１７条第１項に規定する	 

	 	 長期大規模工事又は同条第２項に規定する工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該	 

	 	 契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事又は工事に係る対価の額	 



	 	 につき、施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を	 

	 	 受けるときは、当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応す	 

	 	 る部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡	 

	 	 等に係る消費税については、旧税率が適用されます。	 

	 	 （参考）平成７年消費税法施行令の一部を改正する政令（第３４１号）附則	 

	 	 	 ○第７条	 

	 	 	 	 	 政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、	 

	 	 	 	 適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長	 

	 	 	 	 期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の	 

	 	 	 	 額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。	 

	 （参考）「長期大規模工事等」とは（法人税法第６４条、法人税法施行令第１２９条）	 

	 	 	 ①工事の着手から目的物の引き渡しの期日までの期間が１年以上	 

	 	 	 ②工事の請負の対価の額が１０億円以上	 

	 	 	 ③工事契約の請負対価の額の２分の１以上が、工事の目的物の引渡しの期日から１年を経過	 

	 	 	 	 する日後に支払われることが定められていないこと	 

	 	 

	 ４．小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する	 

	 	 経過措置（平成２４年改正消費税法附則第８条）	 

	 	 	 消費税法第１８条第１項（小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例）の適用を受ける	 

	 	 個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価	 

	 	 の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、	 

	 	 旧税率が適用されます。	 

	 （参考）「小規模事業者」とは（所得税法第６７条、所得税法施行令第１９５条）	 

	 	 	 ①その年の前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が３００万円以下であ	 

	 	 	 	 ること	 

	 	 	 ②既に法第６７条の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同条の規定の適用を受け	 

	 	 	 	 ないこととなった者については、再び同条の規定の適用を受けることにつき財務省令で定	 

	 	 	 	 めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること	 

	 	 

	 ５．仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する	 

	 	 経過措置（平成２４年改正消費税法附則第９条）	 

	 	 	 課税事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に新消費税法	 

	 	 第３２条第１項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対	 

	 	 価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については従前の例	 

	 	 （旧税率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行う）による。	 

	 	 

	 ６．納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関す	 

	 	 る経過措置（平成２４年改正消費税法附則第１０条）	 

	 	 	 課税事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は施行日前	 

	 	 に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合に	 

	 	 は、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る消費税	 

	 	 額の調整については、従前の例（旧税率）によります。	 

	 	 	 この従前の例（旧税率）による取り扱いは、課税事業者が免税事業者となった場合において	 

	 	 も同様です。	 



	 	 

	 ７．売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置（平成２４年	 

	 	 改正消費税法附則第１１条）	 

	 	 	 課税事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に売上	 

	 	 げに係る対価の返還等をした場合には、対価の返還等に係る消費税額の控除については、従前	 

	 	 の例（旧税率）によります。	 

	 	 

	 ８．貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置（平成２４年改正消費税法附則第１２	 

	 	 条）	 

	 	 	 課税事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権	 

	 	 につき、施行日以後にその全部又は一部の領収ができなくなった（貸倒れとなった）場合には、	 

	 	 当該領収できなくなった課税資産の譲渡等に係る消費税額の控除等については、従前の例（旧	 

	 	 税率）によります。	 

	 

	 （補足）	 

	 	 	 平成２４年改正消費税法附則条文では「旧税率」となっているため、同様の表記としました	 

	 	 が、「平成２６年４月１日（８％の新税率へ引上げ）」以後であれば旧税率は５％、「平成	 

	 	 ２７年１０月１日（１０％新税率へ引上げ）」以後であれば旧税率は８％となります。 


